
見附市告示第５９号 

 見附市福祉タクシー利用料金助成事業実施要綱の一部を改正する要綱を次のよ

うに定める。 

  令和６年３月３１日 

見附市長  稲 田  亮 

   見附市福祉タクシー利用料金助成事業実施要綱の一部を改正する要綱 

見附市福祉タクシー利用料金助成事業実施要綱（平成３年見附市告示第１７

号）の一部を次のように改正する。 

第４条第１号中「おける助成の限度額を一括して交付するものとし、」を「つ

き１冊を交付するものとし、１冊当たりの枚数は３０枚とする。また、」に改

め、同条第２号中「あたり」を「当たり」に、「小型タクシー基本料金額に０．

９を乗じ１０円未満の端数を切捨てた額とし」を「５００円とし、」に改め、同

条第３号中「栃見地区ハイヤータクシー協会に加盟し又は」を削り、同条第４号

中「療育手帳」の次に「又は精神障害者保健福祉手帳」を加える。 

第８条を第９条とし、第５条から第７条までを１条ずつ繰り下げ、第４条の次

に次の１条を加える。 

（利用券の追加交付） 

第５条 市長は、受給者のうち次の各号の一に該当する者に対し、申請に基づい

てそれぞれに定める冊数まで追加交付することができるものとする。 

 （１） 医師から年間を通じて１か月に２回以上定期的に医療機関に通院して

いる証明を受けた者 ２冊 

（２） 人工透析による通院が週２回の者 ３冊 

（３） 人工透析による通院が週３回の者 ４冊 

（４） 前号に規定する者のうち、常に車椅子を使用している者 ６冊 

 

 



 別記第１号様式（その１）（第３条関係）を次のように改める 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 別記第２号様式（第３条関係）を次のように改める 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 別記第３号様式中「第７条関係」を「第８条関係」に改める。 

  附 則 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 


